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退職給付会計における会計基準変更時差異の
償却に関する会計方針選択行動

野 坂 和 夫

第1章 会計基準変更時差異の償却に関する会計方針選択行動に対する問題意識

日本で最初に導入された退職給付会計基準の最終改正である日本公認会計士協会（2005a）
によると、会計基準変更時差異の償却年数は、上限が15年という一定の条件が付されているだ
けであり、その条件内であれば経営者が自由裁量のもと決定できる。また、割引率および期待
運用収益率などとは異なり、会計基準がその償却年数の選択に対して、一定の指針を規定して
いる会計方針でもない。すなわち、会計基準変更時差異の償却年数の選択は、最も裁量の介入
の余地が大きい会計方針ということができる。
また、5年以内の償却年数を選択した場合には、会計基準変更時差異の償却額は、特別損益

として計上される。一方、5年超の償却年数を選択した場合には、他の退職給付費用と同様に、
営業損益として計上される（日本公認会計士協会2000）。このため、償却年数の選択によって、
報告利益の細区分の管理が可能となる。
そして、企業年金基金での資産運用状況が非常に悪い時期に退職給付会計基準が導入された

ため、ほとんどの企業では損失となる会計基準変更時差異が発生し、かつ、その金額は非常に
多額にのぼっていた。このため、会計基準変更時差異の償却年数の選択は、非常に重要な会計
方針である。そして、公認会計士協会（2002）（1）によって、正当な理由のない限り償却年数の
変更が認められていないため、適用初年度における会計基準変更時差異の償却年数の選択は、
次期以降にまでその影響の及ぶ非常に重要な会計方針である。
以上から、本論文では、会計基準変更時差異の償却に関する会計方針選択行動を裁量的選択

行動として位置付けた上で、まず、第3章で特定する分析対象企業（サンプル企業）が選択し
た償却年数の実態を示す。次に、日本企業の償却年数の選択行動の実態を踏まえて、過去の実
証的研究と実務事例、および、経験的考察に基づき、横並び選択行動の可能性を説明する。最
後に、会計理論のレビューおよび経験的考察に基づき、会計理論の遵守行動の可能性を説明す
る。
さらに、日本企業による会計基準変更時差異の償却年数の選択行動を、報告利益の管理行動

および貸借対照表アプローチの視点から分析する。具体的には、報告利益の管理行動および貸
借対照表アプローチの様々な視点から分析することをもって、当該視点では説明できない部分
については、やはり横並び選択行動および会計理論の遵守行動の可能性が存在することを示唆
することを目的とする。
なお、前述したように、年金資産の運用状況が悪い時期に退職給付会計基準が導入されたた

め、非常に少ないケースであるが、利益となる会計基準変更時差異が発生している企業も存在
する。しかし、その企業数（サンプル数）が僅少であることから、本論文の分析は、損失とな
る会計基準変更時差異が生じている企業を前提とする。
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第2章 先行研究のレビュー

会計基準変更時差異の償却に関する先行研究は、著者の知る限り、以下だけである。
まず、米国企業を対象としたものは、Senteney and Strawser（1990）、Langer and Lev（1993）、

Harper and Strawser（1993）、Ali and Kumar（1993）、および、Amir and Benartzi（1999）である。
Senteney and Strawser（1990）および Langer and Lev（1993）は、SFAS87（Financial Accounting

Standards Board1985）の早期適用に関する分析を行っている。（ここで、SFAS87の適用初年度
は1985年～1987年の期間で選択適用が認められていた。）両者は後述する同様のアプローチに
よって、社債契約に関する利益への影響が軽微、もしくは、むしろ良い影響を受けることにな
る企業が、SFAS87の早期適用を行っていることを示した。具体的には、以下の仮説を設定し、
仮説を支持する結果を得ている。
社債契約仮説：社債を発行している企業は、財務上の特約に抵触しないように利益が増加す

るように行動を選択する。
代理変数として負債比率を採用し、報告利益の管理行動という視点から、SFAS87によって

費用が減少する場合には負債比率の高い企業ほど SFAS87をより早く適用し、費用が増加する
場合には負債比率が高い企業ほど SFAS87をより遅く採用することを示している。

Harper and Strawser（1993）は、SFAS87の早期適用企業は、退職給付債務の積立不足が小さ
いことを示した。

Ali and Kumar（1993）は、SFAS87導入時の利益変動に関する経営者の意思決定要因を分析
している。経営者は、特に、利益平準化（smoothing）を目的とした報告利益の管理行動、お
よび、財務制限条項の回避する目的により、会計基準変更時差異の償却年数を決定しているこ
とが確認された。また、経営者報酬の増大を目的として会計基準変更時差異の償却年数が決定
されていることが、若干ながら確認されている。

Amir and Benartzi（1999）は、退職給付債務と年金資産の差異が小さくなるように、年金資
産の安定運用が実施されていることを示すとともに、退職給付債務が認識（未認識項目の償却）
されていることを示している。
次に、（SEC基準を採用していない）日本企業を対象としたものは、挽（2003）、吉田・吉

田（2004）、吉田（2005）、吉田（2008：111―129）、乙政（2006）、乙政（2008a）、乙政（2008b）、
上野（2008：159―178）、および、徳賀・宮宇地（2011）である。
挽（2003）は、特定サンプル企業936社を対象として、会計基準変更時差異の償却年数の選

択行動を分析した。一括償却企業は、一括償却しても赤字転換しない企業であり、また、複数
年数償却企業は、一括償却すると赤字転落（もしくは赤字拡大）企業であることを確認した。
吉田・吉田（2004）は、会計基準変更時差異の償却に関して、社債契約の財務上の特約の視

点から、経営者の意思決定を分析している。特約が付された会社のみを分析対象として、以下
の仮説を設定し、全ての仮説を支持する結果を得ている。
純資産特約仮説：純資産維持条項が課されている企業ほど、長い償却年数を選択する。なお、

償却年数が長いほど、償却費用は少なくなるため、純資産は大きくなる。したがって、純資産
を一定額以上に維持しようとする経営者は長い償却年数を選択すると考えられる。
経常利益特約仮説：利益維持条項あるいは配当制限が課されている企業ほど、5年以内の短

い償却年数を選択する。なお、利益維持条項および配当制限は、経常利益を基準として特約が
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決められている。償却年数が5年を超える場合、償却費用は営業損益項目に計上される。一方、
5年以内の場合、特別損益項目に計上される。したがって、経常利益を一定額以上に維持しよ
うとする経営者は、5年以内の短い償却年数を選択すると考えられる。
利益管理仮説：利益と比べて会計基準変更時差異が大きい企業ほど、長い償却年数を選択す

る。つまり、報告利益の管理行動の視点から、報告利益に対する会計基準変更時差異の割合が
大きい企業ほど、報告利益の減少が大きく、これを抑えるために長い償却年数を選択すると考
えられる。
さらに、産業別予定償却年数に関する分析も取り入れており、一産業を除いて全ての産業の

償却年数の分布は統計的に近似していることから、償却年数選択において、横並び選択行動が
行われていることを示唆している。
吉田（2005）および吉田（2008：111―129）は、吉田・吉田（2004）と同様のアプローチで

純資産特約仮説および経常利益特約仮説を支持する結果を得た。また、吉田（2005）は同様に、
産業内の償却年数選択において、横並び選択行動が行われていることを示唆している。
乙政（2006）および乙政（2008a）は、退職給付会計基準の導入に備えた事前対応企業と事

前未対応企業の区別を考慮しながら、企業業績（代理変数：（税金等調整前当期純利益＋会計
基準変更時差異の費用処理額）／期中平均総資産、および、（連結剰余金－税金等調整前当期純
利益）／期中平均総資産）が良いほど、企業規模（代理変数：総資産の対数値）が大きいほど、
および、負債比率（代理変数：（負債－会計基準変更時差異の費用処理額）／期中平均総資産）
が低いほど、より短い償却年数を選択することを確認した。
乙政（2008b）は、損益計算書上の報告利益の細区分の管理行動の視点から、会計基準変更

時差異の費用処理額を特別損益項目に計上するために、早期償却が選択される傾向が高いこと
を確認した。
上野（2008：159―178）は、これまでレビューした日本企業を対象とした先行研究と同様に、

債務契約における財務制限条項に抵触する可能性のある企業ほど、長い償却年数を選択するこ
とを確認した。また、会計基準変更時差異の発生額（代理変数：期首会計基準変更時差異／売
上高）が大きい企業ほど、より長い償却年数を選択することを確認した。さらに、規模仮説か
ら、企業規模（代理変数：総資産の対数値）が大きいほど、より短い償却年数を選択すること
を確認した。
徳賀・宮宇地（2011）は、報告利益が低いにも関わらず、短い償却年数を選択する行動を「横

並び」行動であると定義したが、将来業績が改善している企業がその収益力に見合った範囲で
短い償却年数を選択していることを確認した。
なお、乙政・音川（2004）は、研究開発投資の多い企業は、未認識退職給付債務残高が多い

ことを確認している。ただし、その未認識退職給付債務に会計基準変更時差異が占める割合、
および、その選択された償却年数には言及していない。
以上の先行研究に対して、本論文では、社債契約の特約条項にとらわれず、また、特定企業

をサンプリングするのではなく、全上場会社を分析対象とする。ただし、本論文では、損益計
算書上の報告利益の細区分の管理行動を分析対象とするため、一般事業会社とはその細区分の
異なる、銀行・証券・保険を分析対象から除外している。さらに、詳しくは後述するが、本論
文の分析は、報告利益の細区分の管理行動を重視した分析であるが、売上のみを代理変数に組
み込んだ上野（2008；159―178）とは異なるアプローチであり、また、本論文の分析モデルで
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 1,678 

  
 7 
 27 
 69 
 4 
 36 

 1,535 

【表1：サンプル企業】 （単位：社）

用いる代理変数は、乙政（2008a）で用いられている代理変数とは異なっている。

第3章 分析対象とするサンプル企業の特定

下記のデータは、日本経済新聞社による情報提供サービスである NEEDS-Financial QUEST

から入手したものである。なお、前述したように本論文では、損益計算書上の報告利益の細区
分の問題から、銀行・証券・保険を除く一般事業会社を分析対象のサンプル企業とする。
なお、日本基準における会計基準変更時差異の償却年数に関する会計方針選択行動を分析対

象としていることから SEC基準適用企業を除外し、連結対象会社間で選択している償却年数
が異なっている場合等（償却年数に幅あり）を除外した。そして、非常に少ないケースである
が利益となる会計基準変更時差異が発生している企業、償却年数が15年超である会計基準不遵
守企業、および、明らかにデータが不整合である企業（例えば、会計基準変更時差異の償却年
数が1年（一括）であるのに多額の未認識会計基準変更時差異が残っているなど、償却年数・
償却額・未認識額の不整合性が著しい会社）を除外した。

以上から、本論文ではサンプル数1，535社を対象として、会計基準変更時差異の償却年数に
関する会計方針選択行動の分析を行うことにする。

第4章 退職給付信託

会計基準変更時差異の償却年数の分析に入る前に、サンプル企業を対象として、退職給付信
託に関する分析を行う。具体的には、退職給付信託を採用した企業と採用しない企業との間で、
その財務的特性の違いを分析する。
退職給付信託とは、会社の保有資産を年金資産として信託することである。適用初年度に退

職給付信託を設定することによって、当該保有資産の含み益を会計上実現させることが認めら
れ、当該含み益と相殺する形で、同額の会計基準変更時差異が費用処理される。つまり、会計
基準変更時差異の早期償却を促した制度であるため、会計基準変更時差異の償却年数の分析を
行うにあたって、退職給付信託を分析することは重要である。また、日本基準のみで認められ
た制度であり、著者の知る限り、先行研究は存在しない。ここで、辻（2007b）は、退職給付
会計基準導入時における退職給付信託の設定状況を、税効果会計適用による影響を加味した上
で示している。
なお、退職給付信託を採用した企業は、退職給付信託を設定した際に費用処理した金額を控
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【表2：退職給付信託を採用した企業と採用しなかった企業】（単位：社）

除した後の未認識会計基準変更時差異の残高を、償却年数にわたって償却していくことになる。
すなわち、会計基準変更時差異の償却年数の分析は、退職給付信託の会計処理を終えてからの
分析である。

第1節 仮説の設定
日本公認会計士協会（2005）の設例7の退職給付信託に関する仕訳（一部）を以下に示す。
①（借方） 退職給付引当金 3，000 （貸方） 信託した有価証券 1，000

退職給付信託設定損益 2，000
②（借方） 退職給付費用 3，000 （貸方） 退職給付引当金 3，000
①は、保有有価証券の信託を設定したときの、含み益実現の仕訳である。②は、①で取崩し

た退職給付引当金と同額の会計基準変更時差異を、費用処理する仕訳である。このため、退職
給付信託を採用するにあたっては、早期償却を行うことで未認識会計基準変更時差異が減少す
るだけではなく、退職給付信託設定損益＜退職給付費用となるため、適用初年度の費用負担が
増えることにもなる。
したがって、以下の2つの仮説を設定し検定する。
仮説1：多額の会計基準変更時差異が発生した企業は、退職給付信託を採用する。
仮説2：利益の多い企業は、退職給付信託を採用する。
また、奥村（2005）で示されたように、規模の大きな企業は注目されやすいため、このよう

な有利な形で積立不足を早期解決できる退職給付信託を採用する傾向にあると考えられる。し
たがって、以下の仮説を追加する。
仮説3：規模の大きい企業は、退職給付信託を採用する。

第2節 リサーチ・デザイン
まず、仮説1については、「会計基準変更時差異発生額／総資産」および「会計基準変更時

差異発生額／負債」の2つの財務指標を用いて、退職給付信託を採用した企業と採用しなかっ
た企業との間に、統計的に有意な差があるか否かを検定する。
会計基準変更時差異発生額は、償却されない限り未認識会計基準変更時差異として注記項目

（オフ・バランス項目）となるが、その既償却額は退職給付引当金として貸借対照表上認識さ
れる。つまり、会計基準変更時差異発生額は貸借対照表項目（ストック項目）であるため、そ
の発生の相対的な大小は、企業の貸借対照表項目によって測定するのが妥当である。このため、
会計基準変更時差異発生額を総資産もしくは負債でデフレートした2つの財務指標を採用する
ことが妥当である。
次に、仮説2については、「会計基準変更時差異償却額計上前税金等調整前当期純利益／会

計基準変更時差異発生額」の財務指標を用いて、両者の間に統計的に有意な差があるか否かを
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【表3：会計基準変更時差異発生額／総資産の比較】

【表4：会計基準変更時差異発生額／負債の比較】

検定する。なお、ここでの「会計基準変更時差異償却額」は、日本公認会計士協会（2005）の
設例7における「退職給付費用－退職給付信託設定損益」と定義する。
会計基準変更時差異償却額は、原則として、特別損失として計上されるため、影響の受ける

報告利益は、税金等調整前当期純利益となる。まず、経営者は会計基準変更時差異償却額計上
前の税金等調整前当期純利益の大小によって、退職給付信託を設定するか否かの意思決定を
行っていると考えられる。このため、会計基準変更時差異償却額計上前の税金等調整前当期純
利益を分析対象とする。次に、会計基準変更時差異償却額計上前税金等調整前当期純利益の相
対的な大小は、会計基準変更時差異発生額によって測定するのが妥当である。このため、会計
基準変更時差異償却額計上前税金等調整前当期純利益を会計基準変更時差異発生額でデフレー
トした財務指標を採用することが妥当である。
最後に、仮説3については、奥村（2005）と同様に、企業規模の代理変数を売上高とみなし、

売上高の自然対数が両者の間に統計的に有意な差があるか否かを検定する。
売上高は企業の活動規模を反映するため、企業規模の代理変数となり得る。「規模の大きな

企業は注目されやすいため」という、仮説3を設定するための前提条件を考えると、対外的な
企業活動規模を示す売上高を財務指標として採用することは妥当である。

第3節 仮説1の検定

以上から、退職給付信託を採用した企業の方が、採用しなかった企業に比べて、上記2つの
財務指標の平均値かつ中央値が大きい。つまり、多額の会計基準変更時差異が発生した企業の
方が、会計基準変更時差異の早期償却を促すインセンティブが強いことを反映した結果である
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【表5：標本（サンプル）の分散の比の検定】

【表6：母平均の差の検定】

【表7：中央値の差の検定】

と考えられる。
そして、平均値の差に有意性があるか否かを検定する。母平均の差の検定を行う前に、標本

（サンプル）の分散の比の検定：F値（片側検定）を行う。

このため、「会計基準変更時差異発生額／総資産」については等分散性の仮定をおくことが
できるが、「会計基準変更時差異発生額／負債」については等分散性の仮定をおくことができ
ない。したがって、母平均の差の検定を行うにあたって、「会計基準変更時差異発生額／総資
産」については t検定を行い、「会計基準変更時差異発生額／負債」についてはウェルチの t

検定を行う。

そして、中央値の差に有意性があるか否かを検定するため、χ2検定（片側検定）を行う。

以上の結果から、2つの財務指標の平均値かつ中央値については、退職給付信託を採用した
企業の方が、採用しなかった企業に比べて、有意に大きいという結論が導かれた。したがって、
仮説1は支持される。
なお、以下の【表8】～【表11】に示すように、負債比率の平均値および中央値についても

同様の検定を行ったが、退職給付信託を採用した企業と採用しなかった企業の間には、10％水
準でも有意ではない。すなわち、負債全体の大きさではなく、会計基準変更時差異の発生額の
大きさによって、企業は早期償却を促すインセンティブを受ける結果が導かれたと考えられる。
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【表8：負債比率の比較】

【表9：標本（サンプル）の分散の比の検定】

【表10：母平均の差の検定】

【表11：中央値の差の検定】
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【表12：会計基準変更時差異償却額計上前税金等調整前当期純利益／会計基準変更
時差異発生額の比較】

【表13：標本（サンプル）の分散の比の検定】

【表14：母平均の差の検定】

第4節 仮説2の検定

以上から、退職給付信託を採用した企業の方が、採用しなかった企業に比べて、上記の財務
指標の平均値かつ中央値が大きい。つまり、当該利益の多い企業の方が、会計基準変更時差異
の早期償却を促すインセンティブが強いことを反映した結果であると考えられる。
そして、平均値の差に有意性があるか否かを検定する。母平均の差の検定を行う前に、標本

（サンプル）の分散の比の検定：F値（片側検定）を行う。

このため、等分散性の仮定をおくことができない。したがって、母平均の差の検定を行うに
あたって、ウェルチの t検定を行う。

そして、中央値の差に有意性があるか否かを検定するため、χ2検定（片側検定）を行う。
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【表15：中央値の差の検定】

【表16：売上高の自然対数の比較】

【表17：標本（サンプル）の分散の比の検定】

以上の結果から、当該財務指標の平均値かつ中央値については、退職給付信託を採用した企
業の方が、採用しなかった企業に比べて、有意に大きいという結論が導かれた。したがって、
仮説2は支持される。

第5節 仮説3の検定

以上から、退職給付信託を採用した企業の方が、採用しなかった企業に比べて、売上高の自
然対数の平均値かつ中央値が大きい。つまり、規模の大きい企業の方が、会計基準変更時差異
の早期償却を促すインセンティブが強いことを反映した結果であると考えられる。
そして、平均値の差に有意性があるか否かを検定する。母平均の差の検定を行う前に、標本

（サンプル）の分散の比の検定：F値（片側検定）を行う。

このため、等分散性の仮定をおくことができる。したがって、母平均の差の検定を行うにあ
たって、t検定を行う。
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【表18：母平均の差の検定】

【表19：中央値の差の検定】

【表20：サンプル企業の会計基準変更時差異の償却年数の選択実態】

そして、中央値の差に有意性があるか否かを検定するため、χ2検定（片側検定）を行う。

以上の結果から、売上高の自然対数の平均値かつ中央値については、退職給付信託を採用し
た企業の方が、採用しなかった企業に比べて、有意に大きいという結論が導かれた。したがっ
て、仮説3は支持される。

第5章 サンプル企業の会計基準変更時差異の償却年数の選択実態

【表20】のサンプル企業の会計基準変更時差異の償却年数の選択実態から、一括償却を選択
した企業の割合が非常に大きい。具体的には、サンプル企業の過半数である約54％が、一括償
却企業であり、償却年数は1年～15年の間で裁量的に選択できる余地が存在することを考える
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【表21：会計基準変更時差異償却額による税金等調整前当期純利益の減少率（損失の拡大率）】

【表22：標本（サンプル）の分散の比の検定】

と、非常に大きな割合である。このため、まずは、一括償却企業に注目して、その会計方針選
択行動の分析を行う。具体的には、①一括償却企業（824社）、②一括償却を除く5年内償却企
業（367社）、および、③5年超償却企業（344社）の3グループに分けたうえで、①の会計方
針選択行動から受ける財務的影響と、②および③の財務的影響を比較する。

第1節 会計基準変更時差異償却額による利益の減少率もしくは損失の拡大率
本節では、①～③のグループごとに、会計基準変更時差異償却額による税金等調整前当期純

利益の減少率もしくは損失の拡大率を比較する。なお、利益の減少率もしくは損失の拡大率は、
それぞれ、「会計基準変更時差異償却額／会計基準変更時差異償却額計上前税金等調整前当期
純利益」もしくは「会計基準変更時差異償却額／会計基準変更時差異償却額計上前税金等調整
前当期純損失」（の絶対値）として定義する。

【表21】から、①一括償却企業の利益の減少率（損失の拡大率）が際立っていることが観察
される。
ここで、①の母平均が、②および③の母平均とは有意に大きいか否かを検定する。
下記の表の見方は、「列」から「行」への標本（サンプル）の分散の比の検定：F値（片側

検定）である。

このため、等分散性の仮定をおくことができない。したがって、母平均の差の検定として、
ウェルチの t検定を行う。
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【表23：標本（サンプル）の母平均の差の検定】

【表24：黒字から赤字転落企業】

以上の結果から、①の利益の減少率（損失の拡大率）の平均値は、②および③に比べて、有
意に大きいという結論が導かれた。一方、②と③の平均値には、有意な差は観察されなかった。
この結果から、①の会計方針選択行動は、②および③と比較して、利益が大きく減少もしくは
損失が大きく拡大してまで、敢えて一括償却を選択したということであるため、特異な選択行
動であると考えられる。

第2節 会計基準変更時差異償却額による黒字から赤字転落企業
本節では、①～③のグループについて、黒字から赤字転落企業の割合の比較を行う。
なお、①に帰属する、会計基準変更時差異償却額計上前税金等調整前当期純利益が0百万円

（＞0）の1社は、黒字から赤字転落企業に算入している。

【表24】の結果から、①における黒字から赤字への転落企業の割合は、②および③と比較し
て明らかに大きい。つまり、①の会計方針選択行動は、②および③と比較して、黒字にもかか
わらず赤字に転落してまで、敢えて一括償却を選択したということであるため、特異な選択行
動であると考えられる。
これまでの本章の分析結果によると、サンプル企業全体の約54％を占める824社の一括償却

企業は、特異にも敢えて一括償却を選択した企業である。また、償却年数5年以内の企業を早
期償却企業と定義するならば、早期償却企業はサンプル全体の約78％をも占めることになる。
このような日本企業の会計基準変更時差異の償却年数選択行動を、横並び選択行動と定義する。
また、詳しくは会計理論のレビューを行った上で後述するが、会計基準変更時差異は過年度

損益修正項目であるため、一括償却（ないしは早期償却）することが会計基準を遵守した会計
方針選択行動である。このような日本企業の会計基準変更時差異の償却年数選択行動を、会計
理論の遵守行動と定義する。
以上から、本論文の分析の出発点として、横並び選択行動および会計理論の遵守行動と定義

した日本企業の会計基準変更時差異の償却年数選択行動を、その因果関係を含むメカニズムを
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考察した上で、その可能性を説明する。

第6章 横並び選択行動

本節では、前述したように、過去の実証的研究と実務事例、および、経験的考察に基づき、
会計基準変更時差異の償却年数選択の横並び選択行動の可能性を説明する。

第1節 日本企業の横並び行動
そもそも、日本企業自体がその企業行動において、一般的に横並び傾向にあるといわれてい

る。これは、近年の実証研究の結果によっても、担保されていることである（Kin and Nofsinger

2005）。
このため、会計方針選択の判断においても、経営者は横並び傾向にあると考えられる。

第2節 証券アナリストの横並び行動
海外においては、証券アナリストの評価が、一般的に横並び傾向にあることが報告され、ま

た、実証研究の結果によっても担保されている（Clement and Tse2005、Welch2000）。
また、経験的考察の結果であるが、日本の証券アナリストは、退職給付会計の会計基準変更

時差異の償却に関する評価について、他社動向との比較を重要視していると考えられる。会計
基準上は償却年数の選択について絶対的な規範尺度が存在しないことから、非常に裁量性の大
きな会計方針の選択である。このため、他社動向との比較において経営者の選択する償却年数
を評価する方が優先的になり、つまりは、証券アナリストの判断は横並び傾向にあると考えら
れる。
このため、このような外部監視効果の影響を受ける経営者による会計基準変更時差異の償却

年数の選択も、その結果として、横並び傾向になると考えられる。

第3節 公認会計士の横並び行動
経験的考察の結果であるが、導入後間もない会計基準に対して、公認会計士の判断は横並び

傾向にある。具体的に、絶対的な規範的水準のない会計方針の選択に関しては、監査を実施す
る過程で様々な情報を入手する結果、他社比較（もしくは、業界最大手比較）に依拠した形で、
当該会計方針採用の是非を判断することが、広く採用されている監査実務と考えられる。
このため、このような外部監視効果の影響を受ける経営者による会計基準変更時差異の償却

年数の選択も、その結果として、横並び傾向になると考えられる。

第4節 適用初年度の特殊性―より強い横並び選択行動―
野坂（2006）によると、退職給付会計の割引率の選択行動において、適用初年度は、より強

い横並び選択行動が観察された。最も考えられる要因としては、適用初年度であることから手
探り状態のなかで、むしろ横並び選択行動に陥るのではないかということである。具体的には、
複数の企業が割引率の選択に関して同じ理由付けを行い、相対的に高い割引率を選択した事例
が観察されており、経験的考察により担保される選択行動である。
また、経験的考察の結果であるが、会計方針選択に関する各社間でのネットワークが存在す

るということである。特に、会計基準変更時差異の償却をはじめ、会計方針の選択に関して話
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し合うため、各社の経理担当者が会合を開いた旨の報告を受けている。
ならば、何も拠り所のないタイミングでは、他社動向が唯一の拠り所となるのではなかろう

か。つまり、適用初年度においては、横並び選択行動がより強い影響を持つのではないかと考
えられる。

第5節 将来の不確定性による横並び傾向
会計基準変更時差異の償却年数は適用初年度に選択しなければならなく、また、その償却年

数の変更は認められない（日本公認会計士協会2002）（2）。
このため、経営者は、将来の報告利益の金額が不確定であるにもかかわらず、適用初年度に

償却年数を選択する意思決定を行わなければならない。（適用初年度において、適用2年目以
降の会計基準変更時差異償却額を決定しなければならない。）つまり、報告利益の管理行動を
行おうとしたとしても、それは適用初年度に留まり、適用2年目以降はその効果が発揮するこ
とは不確実であるため、報告利益の管理行動に関するインセンティブは低いのではないかと考
えられる。
このような将来の不確定性の中での意思決定は、他社動向への依存度が高くなると考えられ、

結果として、横並び選択行動となるのではないかと考えられる。

第7章 会計理論の遵守行動

本章では、前述したように、会計理論のレビューおよび経験的考察に基づき、会計基準変更
時差異の償却年数選択の会計理論の遵守行動の可能性を説明する。

第1節 会計理論のレビュー
会計基準変更時差異は、様々な考え方が存在するが、その性質が過年度損益修正項目である

と考えられる。過年度において退職給付会計を適用していたと仮定するならば、過年度におい
て損益処理されていた項目だからである。このため、一括して特別費用として計上するのが最
も望ましいと考えられる。また、（会計基準変更時差異を複数年にわたって償却することによっ
て、損益の変動額が抑えられるという意味での）期間損益の平準化の必要性を考慮したとして
も、できる限り早期償却が望ましいと考えられる。ならば、多数の日本企業が一括償却もしく
は早期償却を選択したということは、日本企業が会計理論の遵守行動に従っていると考えられ
る。

第2節 証券アナリストによる会計理論の遵守行動
米国でも行われているように（Palepu et al．2000；斉藤監訳2001：55、Mark and Lundholm

1993）、日本でも企業の企業内容開示制度に対する取り組み姿勢の評価を行っている（松島
2004）。
また、退職給付会計において、ほとんどの他の会計方針（基礎率）は年金数理計算の中での

ブラックボックスであるのに対して、会計基準変更時差異の償却年数は証券アナリストの評価
の対象となり得る。さらに、経験的考察の結果であるが、会計基準変更時差異の償却年数の選
択は、会計数値に重要な影響を与えるという意味で、重要な会計方針として証券アナリストに
より注目された会計方針であると考えられる。
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このため、このような外部監視効果の影響を受ける経営者の会計基準変更時差異の償却年数
は、その結果として、会計理論の遵守行動になると考えられる。

第3節 公認会計士による会計理論の遵守行動
経験的考察の結果であるが、前述した証券アナリストの場合と同様、公認会計士にとっても、

会計基準変更時差異の償却年数の選択は特に、評価および注目の対象となった重要な会計方針
である。
このため、このような外部監視効果の影響を受ける経営者の会計基準変更時差異の償却年数

は、その結果として、会計理論の遵守行動になると考えられる。

第4節 将来の不確定性による会計理論の遵守傾向
第6章第5節で述べたように、報告利益の管理行動のインセンティブが低い将来の不確定性

の中での意思決定として、会計基準変更時差異の償却年数を選択しなければならない。
このような環境下では、前述したように他社動向への依存度が高くなるだけではなく、報告

利益に与える影響を考慮して、企業は以下の2つの両極の意思決定を行うと考えられる。
意思決定①：将来の報告利益が不確定であるため、当期において会計基準変更時差異の一括

償却（もしくは、早期償却）を行い、次期以降における影響を（なるべく）排除する。
意思決定②：将来の報告利益が不確定であるため、会計基準変更時差異をできる限り長い年

数で償却し、政策的に期間損益の平準化を図る。
第5章で示したように、ほとんどの企業は意思決定①を行っているため、将来の不確定性の

中では、会計理論を遵守する傾向にあったと考えられる。当然のことではあるが、会計方針を
選択する上で最も尊重されるべきは、会計理論なのである。

これまでの考察により、本論文では、会計基準変更時差異の償却年数の選択行動を、横並び
選択行動および会計理論の遵守行動であると考える。
その上で、本論文では以下、報告利益の管理行動の視点から分析する。報告利益の管理行動

における様々な視点から分析することをもって、その視点からの報告利益の管理行動の可能性
を探るとともに、報告利益の管理行動では説明できない部分については、やはり横並び選択行
動および会計理論の遵守行動の可能性が存在することを示唆することを目的とする。

第8章 先行研究との整合性を考慮した償却年数選択のインセンティブ傾向の検証

本章では、報告利益の管理行動の視点から分析する前に、先行研究との整合性を分析する。
奥村（2005）は、日本基準における日本企業の割引率選択のインセンティブを分析対象とし

た最初の先行研究である。下記のように、重回帰分析により割引率選択傾向を実証し、結論を
得たのである。
従属変数：割引率に含まれる裁量部分

（＝企業の選択した割引率－サンプル企業全体の割引率の中央値）
独立変数：

X1：未認識退職給付債務／期首総資産
X2：負債比率（＝総負債／総資産）
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【表25：相関係数（適用初年度）】

X3：企業規模（＝売上高の自然対数）
（結論）X1、X2および X3が高い企業ほど、より高い割引率を選択する。
換言すると、X1、X2および X3が高い企業ほど、退職給付債務ないしは退職給付費用を低く

算定したいというインセンティブを有していることが示されている。ならば、会計基準変更時
差異の償却年数の選択の場合も、X1、X2および X3が高い企業ほど、より長い償却年数を選択
するという、先行研究と整合性が観察されるのか否かが問題となる。
大日方（1999）および Obinata（2000）は、SEC基準を採用している日本企業の割引率選択

のインセンティブを分析対象とした最初の先行研究である。下記のように、重回帰分析により
割引率選択傾向を実証し、結論を得たのである。
従属変数：割引率
独立変数：

X2：負債比率（＝総負債／総資産）
X4：ROE（Return on Equity）
X5：国債の利回り

（結論）X2が高い企業ほど、または、X4が低い企業ほど、より高い割引率を選択する。また、
X5が高いほど、企業はより高い割引率を選択する。

換言すると、X2が高い企業ほど、または、X4が低い企業ほど、退職給付債務ないしは退職給
付費用を低く算定したいというインセンティブを有していることが示されている。ならば、会
計基準変更時差異の償却年数の選択の場合も、X2が高い企業ほど、または、X4が低い企業ほど、
より長い償却年数を選択するという、先行研究と整合性が観察されるのか否かが問題となる。

第1節 リサーチ・デザイン
以上から、下記のモデルを推定することによって、当該命題を検証する。
なお、会計基準変更時差異の償却年数は、適用初年度に選択しなければならないので、イン

センティブの分析期間は、適用初年度のみである。
償却年数i，1＝β0＋β1，i，1X1，i，1＋β2，i，1X2，i，1＋β3，i，1X3，i，1＋β4，i，1X4，i，1＋εi，1 【式1】
ここで、添え字：i，1であるが、i企業で適用初年度（第1期）だということを示している。

また、ε：誤差項である。
なお、サンプル企業は、【表1】における分析対象企業の1，535社である。

第2節 実証分析

したがって、多重共線性が問題になるような高い相関はみられないため、本節のリサーチ・
デザインにより、実証分析を行う。
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【表26：多重回帰分析結果（適用初年度）】

【表27：サンプル企業の償却年数サマリー】

以上の結果から、自由度調整済み決定係数の水準が、推定モデルの説明力をある程度示す水
準であるため、償却年数選択のインセンティブ傾向に関しては X1，1および X2，1について、先行
研究との整合性が確認されたと考えられる。
しかし、問題は X3，1および X4，1であり、何らかの解釈が必要であり、また、何らかの情報を

含んでいる可能性を探る必要がある。つまり、注目すべきは、符合が逆ではあるが、強い有意
性が確認されていることである。この X3，1および X4，1に関する結果は、会計基準変更時差異の
償却に関する会計方針選択において、報告利益の管理行動の可能性があるものと考えられる。
なお、企業規模の代理変数として用いた売上高は、報告利益のトップラインであるため、通常、
利益との正の相関関係を有している。このため、売上高が大きいほど償却年数が短いという関
係は、利益が大きいほど償却年数が短いというように推定でき、報告利益の管理行動の可能性
を示唆していると考えられる（4）。

第9章 報告利益の管理行動の視点からの実証分析

前章の分析結果より、会計基準変更時差異の償却年数の選択に関して、報告利益の管理行動
の視点からの分析を行う。この場合、①サンプル企業全社、②5年超の償却年数を選択した企
業、そして、③5年以内の償却年数を選択した企業の3パターンで実証分析を行う。
前述したように、②の企業は、会計基準変更時差異の償却額を営業損益として計上すること

になり、一方、③の企業は、特別損益として計上することになる。このように、償却年数の選
択によって報告利益の細区分の管理が可能となるため、当該3パターンでの分析を行う必要が
ある。

なお、本論文では報告利益の管理行動の様々な視点から分析するが、本章では報告利益の管
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【表28：償却年数と分析対象報告利益の相関係数（全企業）】

理行動を、企業はより大きな報告利益を計上するインセンティブを有しているという前提のも
と、「適用初年度の報告利益が低いほど、長い償却年数を選択する。」と定義する（5）。

第1節 仮説の設定―サンプル企業全社を対象―
まず、サンプル企業全社（1，535社）を分析対象として、以下の仮説を設定し検定する。
仮説：低い利益を計上している企業は、長い償却年数を選択する傾向にある。また、逆も真

なりである。
分析対象とする利益は、①営業利益、②経常利益、および、③税金等調整前当期純利益とす

る。
ここで、まず、経営者は会計基準変更時差異の償却額計上前の利益の大小によって、報告利

益の管理行動に関する意思決定を行うと考えられる。このため、会計基準変更時差異償却額計
上前の利益を分析対象とする。次に、償却額計上前の利益の相対的な大小は、会計基準変更時
差異発生額によって測定するのが妥当である。このため、償却額計上前の利益を会計基準変更
時差異発生額でデフレートした財務指標を分析対象として採用することが妥当である。
以上から、分析対象とする利益を、Z1：「会計基準変更時差異償却額計上前営業利益／会計

基準変更時差異発生額」、Z2：「会計基準変更時差異償却額計上前経常利益／会計基準変更時差
異発生額」、および、Z3：「会計基準変更時差異償却額計上前税金等調整前当期純利益／会計基
準変更時差異発生額」と定義する。

なお、償却年数ではなく、償却費計上額について分析するアプローチも考えられる。しかし、
償却費計上額＝会計基準変更時差異発生額／償却年数であるため、償却年数と償却費計上額は、
会計基準変更時差異発生額を介した1対1の写像である。また、つまり、本章での分析は、償
却年数を対象とすることと償却費計上額を対象とすることは同義である。
したがって、本論文の趣旨は償却年数の選択行動の分析であるため、本章の分析では償却年

数を対象とするアプローチを採用する（6）。

第2節 分析結果およびその解釈－サンプル企業全社を対象－

まず、サンプル企業全社を対象とした分析結果の特筆すべき事項は、償却年数と分析対象と
する報告利益（Z1～Z3）の相関係数が非常に低いことである。一般的に、相関係数の絶対値が
0．4以上あれば相関関係がはっきりと存在するといわれている。また、帰無仮説が「相関係数
は0である。」という検定のもと、経常利益に関する1ケースが10％水準で有意であるだけで
あり、他は有意性が観察されなかったため、Z1～Z3と償却年数の相関関係は全く（もしくは、
ほとんど）ないということになる。
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【表29：償却年数と分析対象報告利益の相関係数（5年超償却年数選択企業）】

さらに、全ての相関係数は、符号が正であり仮説と整合していない。
以上から、本章の仮説を棄却する。すなわち、サンプル企業全社を対象とした償却年数の選

択行動において、報告利益の管理行動の視点から、低い利益を計上している企業は、長い償却
年数を選択する傾向にあることは観察されないと結論付ける。

第3節 仮説の設定、分析結果およびその解釈―5年超の償却年数を選択した企業を対象―
次に、5年超の償却年数を選択した企業（1，535社中、344社）のみを分析対象として、以下

の仮説を設定し検定する。
仮説：5年超の償却年数を選択した企業は、特に営業利益もしくは経常利益をもとに報告利

益の管理行動を行っている。つまり、低い営業利益もしくは経常利益を計上している企業は、
長い償却年数を選択する傾向にある。また、逆も真なりである。

まず、5年超の償却年数を選択した企業を対象とした分析結果の特筆すべき事項は、償却年
数と分析対象とする報告利益（Z1～Z3）の相関係数が低いことである。
ただし、全ての相関係数は、符号が負であり仮説と整合している。また、分析結果の当期純

利益に関する1ケースが10％水準でも有意ではないことを除けば、その他全ての分析結果が、
1％水準で有意であるという検定結果が得られた。しかし、前述したように、この検定の帰無
仮説が「相関係数は0である。」ということを考えると、有意であるという結果が得られやす
い検定である。つまり、一定水準以上（一般的に絶対値0．4以上）の相関係数が得られないか
ぎり、仮説を採択することはできないのである。
しかし、サンプル企業全社を分析対象にした場合と比較して、5年超の償却年数を選択した

企業のみを分析対象にした場合は、符号が負であり仮説と整合している上に、Z1および Z2は、
Z3と比較して、相関係数が高く、また、1％水準で有意である。つまり、税金等調整前当期純
利益よりも、営業利益もしくは経常利益をもとに報告利益の管理行動を行っている可能性を示
唆する結果が得られたことは、特筆すべきである。

第4節 仮説の設定、分析結果およびその解釈―5年以内の償却年数を選択した企業を対象―
最後に、5年以内の償却年数を選択した企業（1，535社中、1，191社）のみを分析対象として、

以下の仮説を設定し検定する。
仮説：5年以内の償却年数を選択した企業は、特に税金等調整前当期純利益をもとに報告利

益の管理行動を行っている。つまり、低い税金等調整前当期純利益を計上している企業は、長
い償却年数を選択する傾向にある。また、逆も真なりである。
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【表30：償却年数と分析対象報告利益の相関係数（5年以内償却年数選択企業）】

【図1：分布のイメージ（サンプル企業全社）】

まず、5年以内の償却年数を選択した企業を対象とした分析結果の特筆すべき事項は、償却
年数と分析対象とする報告利益（Z1～Z3）の相関係数が非常に低いことである。
ただし、全ての相関係数は、符号が負であり仮説と整合している。また、全ての分析結果が、

5％水準で有意であるという検定結果が得られた。しかし、前述したように、この検定の帰無
仮説が「相関係数は0である。」ということを考えると、有意であるという結果が得られやす
い検定である。つまり、一定水準以上（一般的に絶対値0．4以上）の相関係数が得られないか
ぎり、仮説を採択することはできないのである。
ただし、サンプル企業全社を分析対象にした場合と比較して、5年以内の償却年数を選択し

た企業のみを分析対象にした場合は、符号が負であり仮説と整合している。しかし、5年超の
償却年数を選択した企業を分析対象にした場合と比較すると、サンプル企業全社を分析対象に
した場合と同様、相関係数が非常に低い。つまり、5年以内の償却年数を選択した企業のみを
分析対象にした場合は、報告利益の管理行動を行っている可能性が示唆されない。一括償却企
業、ないしは、早期償却企業を対象とした分析結果であるため、むしろ、本論文で定義した横
並び選択行動および水準適正化選択行動（会計基準の遵守行動）の可能性が存在することを示
唆する結果が得られたことは、特筆すべきである。

なお、本章における全ての分析結果より、分析対象とした企業の分布は、大まかではあるが、
以下の【図1】のように示される。
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【表31：償却年数と分析対象報告利益の相関係数
（6～9，11～14年償却年数選択企業）】

第10章 キリの良くない償却年数を選択した企業に関する報告利益の管理行動

本章では、1年、5年、10年および15年以外の償却年数を選択した、すなわち、キリの良く
ない償却年数を選択した企業を対象として、報告利益の管理行動の視点からの分析を行う。つ
まり、将来の不確実性の中で償却年数選択の意思決定を行うが、敢えてキリの良くない償却年
数を選択した企業は、報告利益の管理行動のために当該意思決定を行ったか否かを分析する。
なお、本章では前章と同様に、報告利益の管理行動を「適用初年度の報告利益が低いほど、

長い償却年数を選択する。」と定義する。

第1節 仮説の設定、分析結果およびその解釈
―6～9、11～14年の償却年数を選択した企業を対象―

まず、6～9、11～14年の償却年数を選択した企業（【表20】より、1，535社中、31社）のみ
を分析対象として、以下の仮説を設定し検定する。
仮説：6～9、11～14年の償却年数を選択した企業は、特に営業利益もしくは経常利益をも

とに報告利益の管理行動を行っている。つまり、低い営業利益もしくは経常利益を計上してい
る企業は、長い償却年数を選択する傾向にある。また、逆も真なりである。

まず、6～9、11～14年の償却年数を選択した企業を対象とした分析結果の特筆すべき事項
は、償却年数と分析対象とする報告利益（Z1～Z3）の相関係数がそれなりな水準であることで
ある。
そして、全ての相関係数は、符号が負であり仮説と整合している。また、全ての分析結果が、

5％水準で有意であるという検定結果が得られた。
ただし、仮説は「特に営業利益もしくは経常利益をもとに報告利益の管理行動を行っている。」

と設定しているが、Z1～Z3の相関係数および T値（p値）がほぼ同様である。（Z3の方が Z1よ
りもその水準が高いが、営業利益よりも税金等調整前当期純利益をもとに報告利益の管理行動
を行っているとは言えない、誤差程度の差である。）このため、「特に営業利益もしくは経常利
益をもとに」とは結論付けられないが、報告利益の管理行動を行っているという結果が得られ
たことは特筆すべきである。

第2節 仮説の設定、分析結果およびその解釈―2～4年の償却年数を選択した企業を対象―
次に、2～4年の償却年数を選択した企業（【表20】より、1，535社中、91社）のみを分析対

象として、以下の仮説を設定し検定する。
仮説：2～4年の償却年数を選択した企業は、特に税金等調整前当期純利益をもとに報告利

益の管理行動を行っている。つまり、低い税金等調整前当期純利益を計上している企業は、長
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【表32：償却年数と分析対象報告利益の相関係数（2～4年償却年数選択企業）】

【図2：分布のイメージ（キリの良くない償却年数選択企業）】

い償却年数を選択する傾向にある。また、逆も真なりである。

まず、2～4年の償却年数を選択した企業を対象とした分析結果の特筆すべき事項は、償却
年数と分析対象とする報告利益（Z1～Z3）の相関係数が非常に低いことである。
また、帰無仮説が「相関係数は0である。」という検定のもと、全てのケースで有意性が観

察されなかったため、Z1～Z3と償却年数の相関関係は全く（もしくは、ほとんど）ないという
ことになる。
さらに、全ての相関係数は、符号が正であり仮説と整合していない。
以上から、仮説を棄却する。すなわち、2～4年の償却年数を選択した企業を対象とした償

却年数の選択行動において、報告利益の管理行動の視点から、低い利益を計上している企業は、
長い償却年数を選択する傾向にあることは観察されないと結論付ける。
5年以内の償却年数を選択した企業を対象とした分析結果と比較して、敢えてキリの良くな

い2～4年の償却年数を選択した企業だけを分析対象とすると、むしろ、報告利益の管理行動
が観察されないことは特筆すべきである。

なお、本章における全ての分析結果より、分析対象とした企業の分布は、大まかではあるが、
以下の【図2】のように示される。

第9章および第10章の結果から、6～9，11～14年の償却年数を選択した企業のみを対象とし
た分析結果を除いて、報告利益の管理行動の視点からの償却年数選択行動が観察されなかった。
（ただし、6～9，11～14年の償却年数を選択した企業はサンプル企業全体に占める割合は、ほ
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んの約2％（1，535社中、31社）である。）
また、両章の結果から、5年超の償却年数を選択した企業と比較して、5年以内の償却年数

を選択した企業は、報告利益の管理行動に関する説明力がかなり低い。
5年以内の償却年数を選択した企業はサンプル企業の多くを占め、会計基準変更時差異を早

期償却する企業であり、本稿においてその会計方針選択行動を横並び選択行動および会計理論
の遵守行動であると定義している。したがって、次章以降において、早期償却傾向が横並び選
択行動および会計理論の遵守行動であることの可能性を担保するため、報告利益の管理行動に
関する異なる視点から、さらなる分析を行う。

第11章 5年以内償却年数選択企業における利益平準化およびビック・バス

第1節 利益平準化仮説およびビック・バス仮説
5年以内の償却年数を選択した企業は、相対的に多額の特別損失を計上することになる。こ

のため、5年以内の償却年数を選択した企業の会計方針選択行動を、税金等調整前当期純利益
に対する、利益平準化（smoothing）およびビック・バス（big bath）の観点から説明できるか
どうかを検証する。つまり、本章では報告利益の管理行動を「利益平準化」および「ビック・
バス」と定義して、分析を行う。
ここで、利益平準化とは、業績が非常に良い場合により多くの損失を計上することによって、

期間利益の変動を抑える報告利益の管理行動である。これに対して、ビック・バスとは、業績
が非常に悪い場合により多くの損失を計上することによって、次期以降の業績急回復を演出す
る報告利益の管理行動である。
なお、第10章と同様の理由から、分析対象とする利益は、会計基準変更時差異の償却額計上

前の税金等調整前当期純利益とする。
本章では、利益平準化およびビック・バスの観点から会計基準変更時差異の償却年数を分析

するにあたって、Riedl（2004）の方法論を参考にする。Riedl（2004）では、減損損失計上前
の税金等調整前当期純利益が大幅に増益となる企業、および、大幅に減益になる企業について、
それぞれ、利益平準化およびビック・バスが観察されることを実証している。この際、大幅か
否かを判断する基準として、増益分または減益分のそれぞれにおける中央値を採用している。
これに対して、本章では、会計基準変更時差異償却額計上前の税金等調整前当期純利益が大

幅に利益である企業、および、税金等調整前当期純損失が大幅に損失である企業について、そ
れぞれ、利益平準化およびビック・バスが観察されるか否かの視点から分析する。ただし、「大
幅な」利益または損失というのは相対的概念であるため、企業規模を考慮する必要がある。こ
のデフレーターとして、これまでの分析と同様に、企業規模の代理変数としての売上高を用い
ることにする。このため、大幅な利益か損失か否かを判断する基準として、「会計基準変更時
差異償却額計上前税金等調整前当期純利益／売上高」または「会計基準変更時差異償却額計上
前税金等調整前当期純損失／売上高」のそれぞれにおける中央値を採用する。
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【図3：大幅な利益および大幅な損失の定義】

【表33：会計基準変更時差異償却額計上前税金等調整前当期純利益（損失）／売上高】

【表34：会計基準変更時差異償却額計上前税金等調整前当期純利益／売上高】

以上から、5年以内の償却年数を選択した企業について、以下の2つの仮説を設定する。
利益平準化仮説：大幅な税金等調整前当期純利益の企業は、償却年数がより短い。
ビック・バス仮説：大幅な税金等調整前当期純損失の企業は、償却年数がより短い。

第2節 リサーチ・デザイン
前述したように、5年以内の償却年数を選択した企業は1，191社存在する。このうち、会計

基準変更時償却額計上前の税金等調整前当期純利益が0百万円となる1社を除いて、1，190社
を分析対象とする。
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【表35：会計基準変更時差異償却額計上前税金等調整前当期純損失／売上高】

【表36：「会計基準変更時差異償却額計上前税金等調整前当期純利益」企業の償却年数】

【表37：標本（サンプル）の分散の比の検定（利益平準化）】

【表33】～【表35】に示しているように、「会計基準変更時差異償却額計上前税金等調整前
当期純利益（損失）／売上高」の中央値を基準として、大幅な利益もしくは損失を出している
企業とそれ以外の企業に区分した。これを受けて、利益平準化仮説およびビック・バス仮説に
ついて、大幅な利益もしくは損失を出している企業の会計基準変更時差異の償却年数が、それ
ぞれ、それ以外の企業の償却年数よりも有意に短いのか否かを検定する。

第3節 利益平準化仮説の検定

【表36】から、大幅な利益を出している企業の方が、それ以外の企業に比べて、償却年数の
平均値が短い。
そして、平均値の差に有意性があるか否かを検定する。母平均の差の検定を行う前に、標本

（サンプル）の分散の比の検定：F値（片側検定）を行う。
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【表38：母平均の差の検定（利益平準化）】

【表39：「会計基準変更時差異償却額計上前税金等調整前当期純損失」企業の償却年数】

【表40：標本（サンプル）の分散の比の検定（ビック・バス）】

このため、等分散性の仮定をおくことができない。したがって、母平均の差の検定として、
ウェルチの t検定を行う。

以上の結果から、償却年数の平均値については、大幅な利益を出している企業の方が、それ
以外の企業に比べて、有意に短いという結論が導かれた。したがって、利益平準化仮説は支持
される。

第4節 ビック・バス仮説の検定

【表39】から、大幅な損失を出している企業の方が、それ以外の企業に比べて、償却年数の
平均値が短い。
そして、平均値の差に有意性があるか否かを検定する。母平均の差の検定を行う前に、標本

（サンプル）の分散の比の検定：F値（片側検定）を行う。

このため、等分散性の仮定をおくことができる。したがって、母平均の差の検定として、t

検定を行う。
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【表41：母平均の差の検定（ビック・バス）】

以上の結果から、償却年数の平均値については、大幅な損失を出している企業の方が、それ
以外の企業に比べて、有意に短いという結論が導かれなかった。したがって、ビック・バス仮
説は棄却される。

第5節 分析結果の解釈
本章のこれまでの分析の結果から、利益平準化は観察されたが、ビック・バスは観察されな

かった。つまり、5年以内の償却年数を選択した企業の償却年数選択行動は、ある一部の視点
からのみ、報告利益の管理行動の可能性が示唆された。
なお、本章の分析は償却年数の平均値の差を分析したものであるが、4つの全てのカテゴリー

（「大幅な利益」、「大幅な利益ではない」、「大幅な損失」および「大幅な損失ではない」）の償
却年数の中央値および最頻値が1（年）であった。すなわち、そのほとんどを占める一括償却
企業は、全てのカテゴリーにまんべんなく含まれていることが示されている。
このため、ある一部の視点からの報告利益の管理行動の可能性が示されるとともに、報告利

益の管理行動では説明できない部分については、横並び選択行動および会計理論の遵守行動の
可能性が存在することを示唆する分析結果が得られたと考えられる。

第12章 償却年数選択に関する貸借対照表アプローチ

本章では貸借対照表アプローチの視点からの分析を行う。なお、本章では貸借対照表アプロー
チを、企業は負債をより小さく計上するインセンティブを有しているという前提のもと、「適
用初年度の会計基準変更時差異発生額が大きいほど、長い償却年数を選択する。」と定義する。
ただし、会計基準変更時差異発生額の相対的な大小を考慮する必要があり、会計基準変更時

差異発生額をデフレートした財務指標を分析対象として採用することが妥当である。このため、
第4章の分析結果にならって、総資産および負債によって会計基準変更時差異発生額をデフ
レートした2つの財務指標を分析対象とする。
以上から、分析対象とする財務指標を、K1：「会計基準変更時差異発生額／総資産」および、

K2：「会計基準変更時差異発生額／負債」と定義する。

また、本章では、第9章にならって、①サンプル企業全社、②5年超の償却年数を選択した
企業、そして、③5年以内の償却年数を選択した企業の3パターンで実証分析を行う。本章は
貸借対照表アプローチの視点からの分析であるため、報告利益の細区分の管理を考慮した当該
3パターンでの分析を行う必要はないかもしれないが、第9章の分析結果と比較するという趣
旨で、本章も当該3パターンでの分析を行う。

なお、本章では、以下の全ての分析パターンにおいて、以下の仮説を設定し検定する。



退職給付会計における会計基準変更時差異の償却に関する会計方針選択行動

―169―

【表42：償却年数と分析対象財務指標の相関係数（サンプル企業全社）】

【表43：償却年数と分析対象財務指標の相関係数（5年超償却年数選択企業）】

仮説：会計基準変更時差異発生額が大きい企業は、長い償却年数を選択する傾向にある。ま
た、逆も真なりである。

第1節 分析結果およびその解釈―サンプル企業全社を対象―

まず、サンプル企業全社を対象とした分析結果の特筆すべき事項は、償却年数と分析対象と
する財務指標（K1のみ）の相関係数がそれなりな水準であることである。前述したように、一
般的に、相関係数の絶対値が0．4以上あれば相関関係がはっきりと存在するといわれている。
そして、全ての相関係数は、符号が正であり仮説と整合している。また、全ての分析結果が、

1％水準で有意であるという検定結果が得られた。
以上から、K2に関しては仮説を支持することはできないが、K1に関しては貸借対照表アプロー

チの視点から、償却年数の選択行動を行っている可能性があるという結果が得られたことは特
筆すべきである。

第2節 分析結果およびその解釈―5年超の償却年数を選択した企業を対象―

まず、5年超の償却年数を選択した企業を対象とした分析結果の特筆すべき事項は、償却年
数と分析対象とする財務指標（K1および K2）の相関係数が低いことである。
ただし、全ての相関係数は、符号が正であり仮説と整合している。また、K2の分析結果が10％

水準でも有意ではないが、K1の分析結果が5％水準で有意であるという検定結果が得られた。
しかし、前述したように、この検定の帰無仮説が「相関係数は0である。」ということを考え
ると、有意であるという結果が得られやすい検定である。つまり、一定水準以上（一般的に絶
対値0．4以上）の相関係数が得られないかぎり、仮説を採択することはできないのである。
しかし、サンプル企業全社を分析対象にした場合と比較して、5年超の償却年数を選択した

企業のみを分析対象にした場合は、貸借対照表アプローチの視点からは償却年数の選択行動を
行っていない可能性があるという結果が得られた。この分析結果の解釈は、第13章の最後に譲
ることにする。
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【表44：償却年数と分析対象財務指標の相関係数（5年以内償却年数選択企業）】

【図4：分布のイメージ（サンプル企業全社）】

第3節 分析結果およびその解釈―5年以内の償却年数を選択した企業を対象―

まず、5年以内の償却年数を選択した企業を対象とした分析結果の特筆すべき事項は、償却
年数と分析対象とする財務指標（K1および K2）の相関係数が非常に低いことである。
また、帰無仮説が「相関係数は0である。」という検定のもと、全てのケースで有意性が観

察されなかったため、K1および K2と償却年数の相関関係は全く（もしくは、ほとんど）ない
ということになる。
さらに、全ての相関係数は、符号が負であり仮説と整合していない。
以上から、仮説を棄却する。すなわち、5年以内の償却年数を選択した企業を対象とした償

却年数の選択行動において、貸借対照表アプローチの視点から、会計基準変更時差異発生額が
大きい企業は、長い償却年数を選択する傾向にあることは観察されないと結論付ける。
しかし、サンプル企業全社を分析対象にした場合と比較して、5年以内の償却年数を選択し

た企業のみを分析対象にした場合は、貸借対照表アプローチの視点からは償却年数の選択行動
を行っていないという結果が得られた。これは、5年超の償却年数を選択した企業のみを分析
対象にした場合と同様の結果である。この分析結果の解釈は、第13章の最後に譲ることにする。

なお、本章におけるこれまでの分析結果より、分析対象とした企業の分布は、大まかではあ
るが、以下の【図4】のように示される。
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【表45：償却年数と分析対象財務指標の相関係数（キリの良くない償却年数選択全企業）】

第13章 キリの良くない償却年数を選択した企業に関する貸借対照表アプローチ

本章では、第10章と同様に、1年、5年、10年および15年以外の償却年数を選択した、すな
わち、キリの良くない償却年数を選択した企業を対象として、貸借対照表アプローチの視点か
らの分析を行う。つまり、将来の不確実性の中で償却年数選択の意思決定を行うが、敢えてキ
リの良くない償却年数を選択した企業は、貸借対照表アプローチに従って当該意思決定を行っ
たか否かを分析する。
この場合、①キリの良くない償却年数（2～4、6～9、11～14年）を選択した企業全社の

分析を行うとともに、前章と同様に、第10章の分析結果と比較するという趣旨で、②6～9、
11～14年の償却年数を選択した企業、そして、③2～4年の償却年数を選択した企業の3パター
ンで実証分析を行う。
なお、本章では前章と同様に、貸借対照表アプローチを「適用初年度の会計基準変更時差異

発生額が大きいほど、長い償却年数を選択する。」と定義する。

第1節 分析結果およびその解釈―キリの良くない償却年数を選択した企業全社を対象―
まず、キリの良くない償却年数（2～4、6～9、11～14年）を選択した企業全社（【表20】

より、1，535社中、122社）を分析対象として、検定する。

まず、サンプル企業全社を対象とした分析結果の特筆すべき事項は、償却年数と分析対象と
する財務指標（K1および K2）の相関係数がそれなりな水準であることである。前述したよう
に、一般的に、相関係数の絶対値が0．4以上あれば相関関係がはっきりと存在するといわれて
いるため、特に K1についてはその相関関係が明確に示されている。
そして、全ての相関係数は、符号が正であり仮説と整合している。また、全ての分析結果が、

1％水準で有意であるという検定結果が得られた。
以上から、キリの良くない償却年数を選択した企業全社を分析対象にした場合、貸借対照表

アプローチの視点から、償却年数の選択行動を行っている可能性があるという結果が得られた
ことは特筆すべきである。また、サンプル企業全社を分析対象にした場合と比較すると、敢え
てキリの良くない償却年数を選択した企業全社を分析対象にした場合の方が、その説明力が高
いことも特筆すべきである。

第2節 分析結果およびその解釈―6～9、11～14年の償却年数を選択した企業を対象―
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【表46：償却年数と分析対象財務指標の相関係数（6～9，11～14年償却年数選択企業）】

【表47：償却年数と分析対象財務指標の相関係数（2～4年償却年数選択企業）】

まず、6～9、11～14年の償却年数を選択した企業を対象とした分析結果の特筆すべき事項
は、償却年数と分析対象とする財務指標（K1および K2）の相関係数が低いことである。
ただし、全ての相関係数は、符号が正であり仮説と整合している。
しかし、帰無仮説が「相関係数は0である。」という検定のもと、全てのケースで有意性が

観察されなかったため、K1および K2と償却年数の相関関係は全く（もしくは、ほとんど）な
いということになる。
以上から、仮説を棄却する。すなわち、6～9、11～14年の償却年数を選択した企業を対象

とした償却年数の選択行動において、貸借対照表アプローチの視点から、会計基準変更時差異
発生額が大きい企業は、長い償却年数を選択する傾向にあることは観察されないと結論付ける。
しかし、前章と同様に、キリの良くない償却年数を選択した企業全社を分析対象にした場合

と比較して、6～9、11～14年の償却年数を選択した企業のみを分析対象にした場合は、貸借
対照表アプローチの視点からは償却年数の選択行動を行っていないという結果が得られた。こ
の分析結果の解釈は、本章の最後に譲ることにする。

第3節 分析結果およびその解釈―2～4年の償却年数を選択した企業を対象―

まず、2～4年の償却年数を選択した企業を対象とした分析結果の特筆すべき事項は、償却
年数と分析対象とする財務指標（K1および K2）の相関係数が非常に低いことである。
また、帰無仮説が「相関係数は0である。」という検定のもと、全てのケースで有意性が観

察されなかったため、K1および K2と償却年数の相関関係は全く（もしくは、ほとんど）ない
ということになる。
さらに、全ての相関係数は、符号が負であり仮説と整合していない。
以上から、仮説を棄却する。すなわち、2～4年の償却年数を選択した企業を対象とした償

却年数の選択行動において、貸借対照表アプローチの視点から、会計基準変更時差異発生額が
大きい企業は、長い償却年数を選択する傾向にあることは観察されないと結論付ける。
しかし、キリの良くない償却年数を選択した企業全社を分析対象にした場合と比較して、2

～4年の償却年数を選択した企業のみを分析対象にした場合は、貸借対照表アプローチの視点
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【図5：分布のイメージ（キリの良くない償却年数選択全企業）】

からは償却年数の選択行動を行っていないという結果が得られた。この分析結果の解釈は、本
章の最後に譲ることにする。

なお、本章におけるこれまでの分析結果より、分析対象とした企業の分布は、大まかではあ
るが、以下の【図5】のように示される。

第12章および第13章の結果から、サンプル企業全社（もしくは、キリの良くない償却年数を
選択した企業全社）を分析対象とした場合は、貸借対照表アプローチの視点から償却年数の選
択行動が観察されたが、一方、5年超の償却年数を選択した企業（もしくは、6～9、11～14
年の償却年数を選択した企業）および5年以内の償却年数を選択した企業（もしくは、2～4
年の償却年数を選択した企業）を分析対象とした場合は、貸借対照表アプローチの視点から償
却年数の選択行動が観察されなかった。
このような場合、サンプル企業全社（もしくは、キリの良くない償却年数を選択した企業全

社）の分析結果から、貸借対照表アプローチによる償却年数の選択行動が行われていると解釈
されると考えられる。しかし、5年以内の償却年数を選択した企業（もしくは、2～4年の償
却年数を選択した企業）がサンプルとなる企業の大半（約78％）を占めているため、その分析
結果（相関係数が非常に低いばかりではなく、逆相関）から、また、分布のイメージ【図4】
および【図5】を考えると、貸借対照表アプローチによる償却年数の選択行動が行われていな
いと解釈するのが妥当である。
このため、ある一部の視点からの貸借対照表アプローチによる償却年数の選択行動の可能性

が示されるとともに、貸借対照表アプローチでは説明できない部分については、横並び選択行
動および会計理論の遵守行動の可能性が存在することを示唆する分析結果が得られたと考えら
れる。
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第14章 結論

本論文では、会計基準変更時差異の償却年数に関する会計方針選択行動が裁量的選択行動で
あることを導いた。そして、サンプル企業の償却年数の選択行動の実態を踏まえて、過去の実
証的研究と実務事例、および、経験的考察に基づき、横並び選択行動の可能性を示した。また、
会計理論のレビューおよび経験的考察に基づき、会計理論の遵守行動の可能性を示した。この
ように、日本企業の会計基準変更時差異の償却年数の選択行動を、横並び選択行動および会計
理論の遵守行動と定義したのである。
さらに、報告利益の管理行動および貸借対照表アプローチの様々な視点から分析することを

もって、当該視点からでは説明できない部分については、横並び選択行動および会計理論の遵
守行動の可能性が存在することを示唆するに至ったのである。
ただし、本論文では、横並び選択行動および会計理論の遵守行動であることの結論付けにつ

いて、選択実態の実証分析に基づいているが、過去の実証的研究と実務事例、および、経験的
考察などにその多くを依存している。また、報告利益の管理行動および貸借対照表アプローチ
では説明できない部分が存在することをもって結論を担保するという、いわば消極的なアプ
ローチによっている。このため、横並び選択行動および会計理論の遵守行動であることを導く
ために、積極的なアプローチによって実証するという方法論が必要である。
さらに、報告利益の管理行動および貸借対照表アプローチの視点から分析するにあたっては、

将来の不確定性の中で適用初年度の財務指標によって選択行動が影響を受けるという前提を置
いているが、経営者は中長期的な観点から選択行動を行っている可能性も存在する。このため、
中長期的な視点からも報告利益の管理行動および貸借対照表アプローチを分析する必要があ
る。
このように、本論文では、一定の成果たる結論を導出したのであるが、同時に一定の限界も

存在し、また、今後の課題も露出したのである。

［注］

（1）会計基準変更時差異の償却年数に関して、正当な理由のない限りその変更が認めらない旨の規定は、会
計基準や実務指針等には明記がなく、審理情報に明記されていた。

（2）償却年数の変更が認められる正当な理由の例として、平均残存勤務期間の延長または短縮が挙げられて
いる。償却年数が平均残存勤務期間によって決定されるのは、数理計算上の差異および過去勤務債務で
あるので、会計基準変更時差異の償却年数は、原則、変更してはならないと考えられる。なお、サンプ
ル企業のうち、少なくとも適用初年度～適用4年目において、会計基準変更時差異の償却年数を変更し
た企業は存在しない。

（3）（自由度調整済み）決定係数は、重相関係数の2乗である。なお、相関係数の絶対値が0．4以上あれば相
関関係がはっきりと存在するといわれている。このため、本論文では、（自由度調整済み）決定係数が0．16
（＝0．42）以上あれば、ある程度の説明力を示すと定義する。

（4）別の視点の解釈として、規模の大きな企業は、会計基準変更時差異を早期償却する傾向があり、相対的
に多額の退職給付引当金が認識されることから、それに対応するために相対的に高い割引率を選択して
いると考えられる。つまり、このように解釈すると、奥村（2005）と整合的な結果であると考えられる。

（5）適用初年度の報告利益を基準として償却年数の選択の分析を行っているが、過年度からの損益傾向や次
年度以降の損益見込みによっても、償却年数の選択が影響を受ける可能性がある。

（6）償却年数ではなく償却費計上額を対象として、本論文における分析も行ってみたが、当然に、本論文と
同様の分析結果が得られた。
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